

土
浦
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
��
歴
史
�
�
学
�
�

霞
�
浦
�
土
浦
�

�

霞
�
浦
�
土
浦
地
域
�
歴
史
�

�
�
�
�学
芸
員
�
紹
介
�
�
�
�

��

�
�

�
月
13
日

�
霞
�
浦
沿
岸
�
貝

塚
文
化

�
月
20
日

�
土
浦
入
�
周
辺
�

�
�
�
古
墳
時
代
集
落
�
出
現

�
月
27
日

�
霞
�
浦
沿
岸
�
�

�
�
古
代
�
祭
祀
�
信
仰

�
月
�
日

�
中
世
瓦
�
�
�
筑

波
�
霞
�
浦
沿
岸
�
地
域
性

�
月
12
日

�
地
籍
図
�
�
読
�

解
�
土
浦
市
街
地
�
変
化

�
時
間
�
�
�
�
�
�
午
前
10
時

�
�
正
午
�
�

定�

員
�
各
回
50
人
�
先
着
順
�

受
講
料
�
�
�
�
円
�
資
料
代
�

�
回
分
�


体
験
講
座�
縄
文
�
布
�
�
�

�
�
�

�

縄
文
時
代
�
布�
編�

�
�
�布
��
制
作

�
体
験
�
�
講
座
�
�
�

��

�
�
�
月
11
日

�
�
月
�

日

�
10
月
17
日

�
11
月
14
日


�
12
月
12
日

�
全
�
回
�

�
時
間
�
�
�
�
�
�
午
前
10
時

�
�
午
後
�
時
�
�

定�

員
�
15
人
�
先
着
順
�

�
昼
食
�
各
自
�
持
参
�初
回
�
�

筆
記
用
具
�
作
業
�
�
�
�
服
装

�
�
参
加
�
�
�
�
�

�
共�

通

�
�
�
�
上
高
津
貝
塚
�
�
�
�

歴
史
�
広
場
�
考
古
資
料
館
�

申
込
方
法
�
電
話
�
�
�
直
接

�
�

上
高
津
貝
塚
�
�
�
�
歴
史

�
広
場
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

申
問

�

�
�
�
�
料
理
�
楽
�
�
作
�

�
�
�
�
�
予
防



�
�
�
�
健
康�
玄
米
�
飯
�

�
�
�
�
豆
腐
�
包
�
焼
�
�

��

�
�
�
月
�
日



元
気
�
�
��
�
�
�
�
丼
�

�
�
�
�
�
�
焼
�
�

��

�
�
�
月
14
日


�
時
間
�
�
�
�
�
�
午
前
10
時

�
�
午
後
�
時
�
�

�
共�

通

�
�
�
�
男
女
共
同
参
画
�
�

�
�(

�
�
�
��

7
階)

講�

師
�
石
塚
�
�
子
�
�
�
料

理
研
究
家
�

持
参
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
三

角
巾
�
�
�
�
�
筆
記
用
具

定�

員
�
各
20
人
�
先
着
順
�

申
込
方
法
�
電
話
�

�
材
料
費
�
別
途
�
�
�
�
�
�

�
�

男
女
共
同
参
画
課
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�

申
問
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上
高
津
貝
塚
�
�
�
�

歴
史
�
広
場
�
�

男
性
�
生
活
�
�
�
�

�
�

�
料
理
編
�



�

�
�
�
�
�
�
生
活
�
�
中
�

�
�
�
�
�
�
�
管
理
組
合
�
運

営
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

相
談
�
�
受
�
�
�
�
�

��

�
�
�
月
�
日
�

午
前
10

時
�
午
後
�
時

�
�
�
�
県
南
生
涯
学
習
�
�

�
�
小
講
座
室
�
�
�
�
�
�
�

�
階
�

�
電
話
�
予
約
�
�
�
�
来
場
�

�
�
�
�
�
�

�

茨
城
県
�
�
�
�
�
管
理
士
会

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

時
点
�
�
次
�
�
�
�
�
該
当
�

�
方

�
同
一
�
事
業
主
�
引
�
続
�
雇

用
�
�
�
期
間
�
�
年
以
上

�
子
�
�
歳
�
達
�
�
日
�
超
�

�
引
�
続
�
雇
用
�
�
�
�
�
�

見
込
�
�
�
�
�
�
子
�
�
歳
�

達
�
�
日
�
�
�
年
�
経
過
�
�

日
�
�
�
労
働
契
約
�
満
了
�
�

更
新
�
�
�
�
�
�
�
明
�
�
�

�
�
方
�
除
�
�

�
育
児
休
業
�
申
�
出
�
取
得
�

理
由
�
�
�
解
雇
�
�
他
不
利
益

�
扱
�
�
禁
止
�
�
�
�
�
�
�

�

茨
城
労
働
局
雇
用
均
等
室
�


�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
��

市
商
工
観
光
課
�

内
線
�
�
�

�
�

�

市
�
�
�
市
税
�
�
�
滞
納
者

�
�
差
�
押
�
�
�
�
財
産
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
公
売
�
�

�
�
落
札
�
�
�
公
売
財
産
�
代

金
�
�
滞
納
者
�
未
納
税
金
�
充

�
�
�
�
�
�

申
込
期
間
�
�
月
�
日

�
15
日

申
込
方
法
�
官
公
庁
�
�
�
�
�

�
�
�
�
��http://koubai.

auctions.yahoo.co.jp/

��
�

�
詳
�
�
�
�
市
�
�
�
�
�
�

�
�
覧
�
�
�
�
�

入
札
期
間
�
�
月
19
日

�
22
日


�

納
税
課
�
内
線
�
�
�
�
�

�
安
全
��

意
識
�
知
識
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�

心
掛
�
�

�

�
月
�
日

�
�
13
日

�
�

�
危
険
物
安
全
週
間
�
�
�

�

生
活
�
欠
�
�
�
�
�
�
�
�

�
燃
料
�
特
�
石
油
類
�
�
�
�

�
�
�
�
使
用
�
誤
�
�
大
災
害

�
招
�
危
険
性
�
潜
�
�
�
�

�
�
�
�
機
会
�
�
�
家
庭
�
事

業
所
�
�
危
険
物
�
安
全
管
理
�

�
�
�
�
�
�
一
度
見
直
�
�
�

�
�
�
�
�

�

消
防
本
部
予
防
課�

�
�
�
�

�
�
�
�
�

問

�

正
社
員
�
�
�
�
�
�
�
期
間

�
定
�
�
雇
用
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
労
働
者
�
�
�
�
育
児

休
業
�
取
得
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

条�

件
�
育
児
休
業
�
申
�
出
�

問

貸
出
日
時
�
�
月
21
日
�

午
前

�
時
�
�
時
30
分

貸
出
場
所
�
市
役
所
本
庁
舎
前

貸
出
期
間
�
�
年
間

貸
出
台
数
�
約
30
台

負
担
費
用
�
�
�
�
�
円�
�
�
�

�
�
�
代
�
�
�

申
込
資
格
�
市
内
�
居
住
�
�
�

�
�
�
�
歳
児
�
��
体
重
10
�

未
満
�
身
長
75
�
以
下
�
�
保
護

者
�
�
�
�
月
末
日
�
�
�
出
産

予
定
�
方

申
込
方
法
�
電
話
�

申
込
期
間
�
�
月
15
日

�
17
日

�

午
前
�
時
�
午
後
�
時

�
当
日
�
運
転
免
許
�
写
�
�
持

参
�
�
�
�
�
�
�

�
�

生
活
安
全
課
�

内
線
�
�

�
�
�

問

申
問

�

自
衛
官
�
募
集
事
務
�
�
�
�

活
動
�
行
�
�
�
�
�
�
募
集
相

談
員
�
�
次
�
方
�
委
嘱
�
�
�

�
�


一
中
地
区
�
川
崎�

栄
�
�


二
中
地
区
�
山
口
卓
三
�
�


三
中
地
区
�
矢
口
幸
一
�
�


四
中
地
区
�
小
泉
三
郎
�
�


五
中
地
区
�
武
田�

勇
�
�

問 問


六
中
地
区
�
坂
元
正
一
�
�


都
和
中
地
区
�
和
地
良
一
�
�


新
治
中
地
区
�
塙�

一
利
�
�

委
嘱
期
間
�
平
成
23
年
�
月
31
日

�
�

�

自
衛
隊
茨
城
地
方
協
力
本
部
土

浦
地
域
事
務
所
�

�
�
�
�
�

�
�
�
�

広　告 広　告
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乳
児
用
�
�
�
�
�
�

�
貸
�
出
�
�
�

�
�
�
�
�
管
理
士
�

�
�
無
料
相
談
会

差
押
物
件
�
�
�
�
�

�
�
�
�
公
売
�
�
�

�
�
�
�
�
�
労
働
者
�
育

児
休
業
�
取
得
�
�
�
�

危
険
物
安
全
週
間

自
衛
官
募
集
相
談
員
�

委
嘱



情報ひろば

��

�
�
�
月
�
日

�
�
日


�
９
日

�
11
日

�
16
日


�
18
日

�
23
日

�
25
日
�

各
週
�
日
間�

日
没
�
�
約
�
時

間
以
内

�
�
�
�
陸
上
自
衛
隊
霞
�
浦
飛

行
場
�
�
�
同
周
辺
空
域

機�

種
�
�
�
�
�
�
�
数
機

�

陸
上
自
衛
隊
航
空
学
校
霞
�
浦

校
総
務
課
�

�
�
�
�
�
�
�

��

内
線
�
�
�
�
�

�

入
�
歯
�
�
�
�
�
�
�
�
矯

正
�
口
臭
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

歯
�
�
�
�
�
悩
�
�
質
問
�
�

�
�
�
歯
科
医
師
�
無
料
�
相
談

�
�
受
�
�
�
�
�

��

�
�
�
月
14
日
�

午
後
�

時
�
�
時

受
付
電
話
番
号
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
匿
名
�
�
可

�

茨
城
県
保
険
医
協
会
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�

�

毎
年
�
月
30
日
�
環
境
美
化
�

日�
�
�
�
�
�
日
�
�
合
�
�

�
�
関
東
地
方
�
周
辺
�
�
都
10

県
�
環
境
美
化
�
�
�
�
�
�
�

実
施
�
�
�
�
�
�

�

市
�
�
�
美
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
良
�
環
境
�
�
�
�
�

�
�
全
町
内
�
清
掃
活
動
�
行
�

�
�
�
皆
�
�
�
�
�
�
機
会
�

身
近
�
環
境
美
化
活
動
�
�
参
加

�
�
�
�
��
�
�
�
�
環
境
�
�

�
��
�
協
力
�
�
願
�
�
�
�
�

実
施
予
定
日
�
�
月
31
日


�
各
町
内
�
事
情
�
�
�
�
31
日

以
外
�
実
施
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�

�

�
�
�
当
日
�
家
庭
�
�
�
燃

�
�
�
�
�
�燃
�
�
�
�
�
�
�

粗
大
�
�
�
家
電
�
品
目�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
冷
蔵
庫
�
冷
凍

庫
�
洗
濯
機
�
衣
類
乾
燥
機
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
集
積
場
所
�

�
出
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�

環
境
衛
生
課
�

内
線
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�

��

�
�
�
月
�
日

�
�
月
31

日

�
�
日
間
�
講
義
�
�
日
間

�
実
習
�

�

県
内
�
�
�
�
�
農
業
�
始
�

�
方
�
始
�
�
間
�
�
�
方
�
�

農
業
技
術
�
基
礎
�
体
系
的
�
学

�
�
研
修
�
�
�


定
年
帰
農
者
等
支
援
研
修
�
水

稲
入
門
�
�
�
�

��

�
�
�
月
23
日

�
10
月
27

日

�
原
則
�
月
�
金
曜
日
�
夜

間
�
土
曜
日
�
日
中
�
開
講
�

対
象
者
�
農
産
物
�
収
入
�
得
�

�
�
考
�
�
�
�
�
�
�
�
�
65

歳
�
�
�
方

申
込
締
切
�
�
月
�
日



営
農
支
援
研
修

��

�
�
�
月
�
日

�
10
月
10

日

�
原
則
�
水
曜
日
�
夜
間
�

土
曜
日
�
日
中
�
開
講
�

対
象
者
�
野
菜
�
中
心
�
�
�
本

格
的
�
農
業
経
営
�
目
指
�
�
�

�
�
�
45
歳
�
�
�
方

申
込
締
切
�
�
月
�
日


�
共�

通

�
�
�
�
県
立
農
業
大
学
校
�
茨

城
町
長
岡
�
�
�
�
�
�
�
�
�

内�

容
�
農
業
基
礎
知
識
�
講
義

�
実
習

定�

員
�
各
40
人
�
定
員
�
超
�

�
�
�
�
選
考
�

申
込
方
法
�
最
寄
�
�
農
業
改
良

普
及
�
�
�
�
�
直
接

�
�
�
�
�
代
�
別
途
�
�
�
�

�
�

�
�

県
立
農
業
大
学
校
研
修
科

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

問

申
問

申
問

問問

��

�
�
�
月
14
日
�

午
前
10

時
�
11
時
30
分
�
開
場
�
午
前
�

時
30
分
�
�
�

�
�
�
�
国
民
宿
舎�
水
郷
�

�
�
�
�
家
庭
�
�
�
�
�

講�

師
�
鳥
越�

等
�
�
�
倫
理

研
究
所
研
究
員
�

参
加
料
�
�
�
�
�
円

�

家
庭
倫
理
�
会
茨
城
南
�

�

�
�
�
�
�
�
��

小
野
村
�

問

�
�
�
�
総
合
福
祉
会
館�

講
義

講
習
室�
�
�
�
��

�
階
��
�

対
象
者
�
市
内
�
居
住
�
�
中
学

生
�
�
�
60
歳
以
上
�
方
�
�
全

日
程
�
出
席
可
能
�
方

定�

員
�
50
人
�
定
員
�
超
�
�

�
�
�
抽
選
�

受
講
料
�
�
�
�
�
円
�
�
�
�

�
代
�

申
込
方
法
�
電
話
�
�
中
学
生
�

学
校
�
�

申
込
期
間
�
�
月
18
日

�
�
月

�
日


�
修
了
者
�
�
県
内
�
実
施
�
�

�
訪
問
介
護
員
養
成
研
修�
�
級

課
程
��
一
部
�
免
除
�
�
�
�
�

�
�

社
会
福
祉
協
議
会
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�

広　告
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歯
�
何
�
�
電
話
相
談

地
域
介
護
�
�
�
�

          

養
成
講
座

�
�
�
�
�
営
農
塾
�

�
�
�
�

受
講
生
募
集

家
庭
倫
理
講
演
会

陸
上
自
衛
隊
�
夜
間
飛

行
訓
練

環
境
美
化
�
�
�
�
�
�

情報ひろば



対
象
者
�
市
内
�
居
住
�
�
心
身

�
障
害
�
�
�
方�
児
��
�
�
�

�
家
族

競
技
種
目
�
大
玉
�
�
�
�
�
車

�
�
障
害
物
競
走
�
綱
引
�
�
�

持
参
�
�
�
�
�
上
靴
�
運
動
�

�
�
�
服
装

申
込
方
法
�
障
害
福
祉
課
�
�
�

申
込
書
�
郵
送
�
�
�
直
接

申
込
締
切
�
�
月
�
日
�
必
着
�

�
�

障
害
福
祉
課
�

内
線
�
�

�
�
�

��

�
�
�
月
21
日
�

午
前
�

時
30
分
�
午
後
�
時
�
受
�
付
�

�
午
前
�
時
�
�
�

�
当
日
�
�
午
前
�
時
30
分
�
土

浦
駅
西
口
�
�
福
祉
�
�
�
運
行

�
�
�
�
水
郷
体
育
館

��

�
�
�
月
５
日
�

午
前
�

時
30
分
�
��
女
子
準
�
決
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今泉第二霊園Ｅブロック 384区画
墓地区画面積・永代使用料（１区画）／ 3.3㎡…208区画、38万2800円

　4.5㎡…118区画、52万2000円　　　 6.0㎡…58区画、69万6000円

申込期間／６月１日（月）から（整理券配布は午前７時で、受け付けは午前８

時30分）

第一霊園、二霊園Ａブロックも引き続き受け付けています
墓地区画面積／いずれも3.3㎡

永代使用料（１区画）／第一霊園…30万6900円、第二霊園…38万2800円

◎共　通
墓地管理料／第一霊園…年間2040円、第二霊園…年間2520円

※墓地管理料で霊園内通路などの草苅清掃、供花の回収などを行っています。

申込資格／市内に居住する市営霊園をお持ちでない方（１世帯２区画まで）

申込方法／環境衛生課へ直接

持参するもの／申請する方の住民票謄本、はんこ

　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　申問　環境衛生課（☎内線2459） 申問

広　告
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※掲載した氏名、住所などの個人情報は、この広報紙以外では使用しません。

　生年月日と連絡先を記入のうえ、写真と一言(20文字程度）を添えて５月29日
(金）までに広報広聴課へ。上旬・中旬号に分けての掲載となります。
　なお、応募写真は返却できませんので、ご了承ください。
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こんにちは赤ちゃん

と　き／５月30日(土)　午前８時30分から

ところ／佐野子地先桜川左岸（学園大橋下流）

内　容／非常通信、召集訓練、各種工法（折り返し、

繋ぎ縫い、五徳縫い、月の輪、シート張り、積み

土のうなど）、特別救助隊による水難救助訓練、

体験コーナー（土のう作り、降雨・自然災害体験車）

参加団体／市消防本部・消防団、市職員、県土浦土

木事務所、自主防災組織、土浦市婦人防火クラブなど

問　消防本部警防救急課（821-0119）

水防訓練を
　　　実施します
水防訓練水防訓練

と　き／５月30日(土)　午前

　　　実施します
水防訓練水防訓練

５月30日(土)　午前

　　　実施します　　　実施します
水防訓練水防訓練

５月30日(土)　午前

　　　実施します　　　実施します

中島悠
ゆうき

稀ちゃん (大岩田)

一緒に成長して
いつか一緒に酒を飲もう！

父・母より

HAPPYBIRTHDAY
これからも元気に

たくましく!!

小河原芽
め い

依ちゃん (中) 倉持裕
ゆうせい

晟ちゃん（中高津一丁目）

いつも笑顔で
みんなに幸せをありがとう　

これからも元気で
たくましく育ってね！

めい、これからも
元気いっぱいで

いこうね！

飯泉朱
あかね

音ちゃん(川口一丁目) 湯浅伸
しんゆう

悠ちゃん(神立中央五丁目) 伊藤陽
はるま

真ちゃん (神立町)

我が家の宝物です

元気に育ってね

長命瑠
る る

々ちゃん (木田余)

★１歳おめでとう★
元気いっぱい

スクスク育ってね!!

Happy　Birthday
我が家のかわいい宝物

元気で優しい子に育ってネ

高橋蒼
そうま

真ちゃん (右籾) 小倉若
わかな

菜ちゃん（上高津新町）

わかちゃんが笑うとね
みんな笑顔になるんだよ

晴生・夏実より

誕生日おめでとう
思い出いっぱい作ろうね

パパ・ママより

米山　碧
あおい

ちゃん(永国東町) 名倉光
こうき

希ちゃん(港町二丁目) 小野充
みつき

稀ちゃん(天川二丁目)

１歳おめでとう★
素直で優しい子に育ってね

家族みんなより

落合　颯
はやて

ちゃん(小松一丁目)

お誕生日おめでとう
いつも幸せをありがとう
パパ・ママ・じゅんかより

ニコニコ颯　
わんぱく兄弟で

仲良くね

飯田翔
しょうや

也ちゃん(東若松町) 木間塚くるみちゃん（藤沢）

いつも笑顔をありがとう
くぅちゃん大好き
お父さん・お母さんより

お姉ちゃんみたいに
元気に育ってね
パパ・ママより

青砥光
ひかり

里ちゃん(並木一丁目) 仕黒龍
りゅうのすけ

之介ちゃん(中村西根) 野口愛
いとは

映ちゃん(乙戸南一丁目)

くいしん坊光ちゃん
汐里お姉ちゃんと仲良く

元気に育ってね★

大好き!りゅうのすけ
パパとママはいつでも

りゅうの応援団

腕白でもいい、大きく育て！
目指せジャニーズ ?!
パパ・ママ・かずとより

１歳おめでとう！
元気にたくましく
大きくなぁれ!!

問

瑞宝中綬章
　鈴木　修（乙戸南二丁目）　　通産行政事務功労

瑞宝小綬章
　小谷啓一（小岩田東二丁目）　防 衛 功 労

　土井　功（東都和）　　　建設行政事務功労

　中島　節（天川一丁目）　教育研究功労

瑞宝双光章
　鴨﨑仁彦（乙戸）　　　　矯正教育功労

　渡邉　忠（川口一丁目）　消 防 功 労

瑞宝単光章
　泉　文夫（天川二丁目）　学校業務功労

　越後睦　（東崎町）　　　鉄道業務功労

（以上敬称略）
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介護保険料が変わります

平成21年度から23年度まで 平成18年度から20年度まで

所得段階 対　　象　　者 保険料の
調 整 率

保険料
（年額） 所得段階 保険料の

調 整 率
保険料
（年額）

第1段階
生活保護受給者および老齢福祉年
金受給者で世帯全員が市町村民税
非課税の方

基準額×0.4 18,200円 第1段階 基準額×0.4 17,100円

第2段階

世帯全員が市町村民税非課税で、
本人の前年の合計所得金額と課税
の対象になる年金の収入額の合計
が80万円以下の方

基準額×0.4 18,200円 第2段階 基準額×0.4 17,100円

第3段階 世帯全員が市町村民税非課税で、
第１段階，第２段階以外の方 基準額×0.75 34,200円 第3段階 基準額×0.75 32,100円

第4段階

同じ世帯の中に市町村民税が課税
されている方がいるが、本人は市
町村民税が非課税で、前年の合計
所得金額と課税の対象になる年金
の収入額の合計が80万円以下の方

基準額×0.9 41,000円

第4段階 基準額×1.0
42,900円
（基準額）

第5段階

同じ世帯の中に市町村民税が課税
されている方がいるが、本人は市
町村民税が非課税で、第４段階以
外の方

基準額×1.0
45,600円
（基準額）

第6段階 本人は市町村民税課税で、合計所
得が125万円未満の方 基準額×1.15 52,400円

第5段階 基準額×1.25 53,600円
第7段階 本人は市町村民税課税で、合計所

得が125万円以上200万円未満の方 基準額×1.25 57,000円

第8段階 本人は市町村民税課税で、合計所
得が200万円以上500万円未満の方 基準額×1.5 68,400円 第6段階 基準額×1.5 64,300円

第9段階 本人は市町村民税課税で、合計所
得が500万円以上の方 基準額×1.8 82,000円 第7段階 基準額×1.8 77,200円

※65歳以上の方（第１被保険者）の保険料は、土浦市の平成21年度から平成23年度までの３か年に必要となる介護サービ

スの給付額の見込みに基づいて算出しています。

※介護従事者の処遇改善のために平成21年度から介護報酬が３％引き上げられましたが、介護報酬の改定に伴う介護保

険料の上昇分を抑制するために必要な経費として、平成21年度分については介護報酬の改定による増額分の全額、平

成22年度分については１／２が国から特例交付金として助成されています。

■65歳以上の方の介護保険料一覧

　65歳以上の方の新しい介護保険料が、基準額42,900

円（月額3,575円）から45,600円（月額3,800円）に変更に

なりました。所得段階がこれまで７つの段階だったも

のを、所得の低い方に配慮をしてこれまでの４段階、

５段階の方をそれぞれ２つに分けて、９つの段階にし

ています。

　みなさまに納めていただく介護保険料は介護保険を

運営するための大切な財源となります。介護が必要と

なったときには、誰もが安心して介護サービスを受け

られるように、保険料は必ず納めてください。

　特別徴収の方には、「年金からのお知らせ（はがき）」

を、普通徴収の方には「納入通知書（封書）」を７月中旬

に発送します。

問　高齢福祉課(826-1111　内線2462)問

65歳以上の皆さんへ

平成21年度から 介護保険料 が
　　　　　　　　　新しく変わります
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春の文化祭

問 土浦市文化協会事務局（文化課内　862-1941）

　猫は、昔からわたしたちの身近で暮らしてきた愛

らしい動物です。しかし、無責任な接し方をする人

によって、各地で様々な問題が起こり、多数の苦情・

相談が寄せられています。

　猫に関するトラブルや不幸な猫たちを減らすた

め、猫との上手な暮らし方を考えてみましょう。

＜飼い主の心構え＞
✿野良猫と区別するため首輪などを付け、室内で
エサを与えて飼育しましょう
　事故や病気の感染を防ぐためにも、できる限り

室内飼いにしましょう。飼育する猫の数は、居住

環境をふまえ、飼育可能な最小限にしましょう。

✿トイレのしつけをしましょう
　猫用トイレを設置し、決まった場所で排泄させ

るようにしましょう。屋外で排泄した場合も速や

かに除去し、周辺環境の清潔を保ちましょう。

✿避妊・去勢手術を受けさせましょう
　メス猫は年に２回ほど出産し、１回に２～８匹

の子猫を産みます。無計画な繁殖をして不幸な命

を作らないために、「産まれない手術」を受けさせ

ましょう。また、手術を受けた猫は、発情期に夜

通し鳴くことやケンカがなくなり、尿のにおいも

うすくなります。

✿猫が苦手な人がいることを認識しましょう
　猫が嫌いな人や、アレルギーで近寄れない人が

います。周辺地域の人々の立場を尊重し、迷惑を

かけることのないよう心配りを忘れずに、地域で

の円滑なコミュニケーションに努めましょう。

飼い主のいない動物にエサだけを

　　　　　　　　与えることはやめましょう

　屋外でエサを与えれば野良猫が集まってきます。

メス猫は次々に子猫を産み、数は増え続けるばかり

です。しつけをされていない猫はところかまわず糞

尿をし、周辺の住宅に入り込んで庭を荒らしたり、

車を傷つけることもあります。そうなっては猫が嫌

われる存在となってしまい、猫にまつわる苦情が人

間関係にも影響を及ぼします。

　エサを与えるなら、上記の心構えを認識し、飼い

主として責任を持って飼育しましょう。

また、猫だけに限らず、住宅地

でハトなどの鳥にエサをあげる

ことにも迷惑している人がいま

す。自分の行為が周辺の人々の

生活環境の悪化を招いていない

か、もう一度考えてみましょう。

問 環境衛生課（826-1111　内線2320）

　６月４日（木）から８日（月）までの５日間、亀城プ

ラザで「春の文化祭」が開催されます。

　期間中は、華やかな舞台発表やビデオ上映、美術

品の展示などが行われます。

　この機会に、何かを始めたいと考えている方は、

ぜひ、足を運んでみてください。

春季美術展覧会
と　き／６月４日（木）～８日（月）

　　　　午前９時～午後５時

※４日は午後１時から、８日は午後３時まで

ところ／亀城プラザ１階　市民ホール

参加団体／土浦美術協会

作品展示会
と　き／６月４日（木）～８日（月）

　　　　午前９時～午後５時

ところ／亀城プラザ１階　大会議室１・２

参加団体／常陸彫友会、茨城獅子頭彫刻研究会土

　浦支部、カトレアクラブ、楽装会

舞台発表
と　き／６月７日（日）　午後１時20分～４時20分

ところ／亀城プラザ２階　文化ホール

参加団体／亀城太鼓、ホアヘレ・オ・クワナ、梅

　后流江戸芸かっぽれ后希会、プリメーラ・フラ

　メンカ、ポピーフォークダンス、土浦ハワイア

　ンクラブ、梅后流いばらき土浦かっぽれ道場、

　亀城太鼓保存会

ビデオ作品発表会
と　き／６月７日（日）　午後０時45分～１時15分

ところ／亀城プラザ２階　文化ホール

参加団体／土浦ビデオサロン

問

問
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　ＥＭぼかし容器とは、生ごみをＥＭぼかし菌と呼

ばれる微生物を使って、発酵させ、たい肥にする容

器です。１～２週間でたい肥ができ、発酵液も液肥

として利用できます。

ＥＭぼかし容器の配布
　大きさ／容量18、直径30cm、高さ約40cm

　配布個数／350個（先着順）

　配布内容／１世帯につき２個まで

　申込方法／次のどちらかの方法でお申し込みくだ

　　さい。

■往復はがきでの申し込む場合

　往復はがきに、申込者の郵便番号・住所、氏名（ふ

りがな）、電話番号（携帯電話をお持ちの方は、そ

の番号もご記入ください）、希望個数（EMぼかし容

器○個希望）を記入し郵送してください。

■環境衛生課窓口での申込方法

　申込者の宛名を記入した官製はがきを添えて窓

口へ

申込期限／６月２日（火）（必着）

配布者の決定／はがきにて通知します（６月16日

　（火）までに決定通知が届かない方はご連絡くださ

　い）

★容器は、６月23日（火）または24日（水）にお渡しする予

定です。配布場所、時間などは決定通知をご覧くだ

さい。

★平成17年度以降にコンポス

ト（２個）・ＥＭぼかし容器

（２個）、または電気式生ご

み処理機の補助・配布を受

けた世帯は該当になりませ

ん。

★ＥＭぼかし菌は配布の対象

になりませんので、家庭用

品・園芸用品の取扱店、ま

たはホームセンターなどで

各自ご購入ください。

電気式生ごみ処理機・コンポスト容器の補助も
行っています
　補助に該当・非該当の確認をしますので、ご購入前

に必ず環境衛生課までお電話ください。

☆電気式生ごみ処理機

　乾燥式とバイオ式があり、短時間に生ごみを処理

することができます。

補助台数／１世帯１台

補助額上限／２万円

☆コンポスト容器

　庭や畑など容器を置く場所があれば、手間がかか

らなく安価で利用できます。

補助台数／１世帯２基まで

補助額上限／１基あたり4000円

申問 環境衛生課リサイクル推進係

（826-1111　内線2492）

申問
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①所得控除の種類／

雑損控除、医療費控除、社会保険料控除、小規模

企業共済等掛金控除、生命保険料控除、地震保険

料控除、障害者控除、寡婦（寡夫）控除、勤労学生

控除、配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除、

基礎控除

②税　率／市民税…６％、県民税…４％

③税額控除／調整控除、配当控除、外国税額控除、　

配当割額控除額および株式等譲渡所得割額控除額、

　土地・建物などの分離譲渡所得は、計算方法が

異なります。税率などについて細かく規定されて

いますので、詳しくは、お問い合わせください。

課 税 総 所 得 金 額
(所得金額－所得控除額�)

税率10％� 所 得 割 額×

税 額 控 除 �－ ＋

＝

＝所 得 割 額 均等割額� 年 税 額

住宅借入金等特別税額控除、寄附金税額控除

※市・県民税には、政党等寄付金特別控除などの制

度はありません。

④均等割額／市民税…3,000円、県民税…2,000円 

※県民税の中には、森林湖沼環境税が含まれています。

税額の計算方法

21年度市民税・県民税
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市民税・県民税の寄附金の控除の改正

　「ふるさと」に貢献したい、「ふるさと」を応援したいという納税者の思いを生かすことができるように、市

民税・県民税の寄附金の控除が改正されました。

対 象 寄 附 金／①地方公共団体に対する寄附金

　　　　　　　　　②茨城県共同募金会に対する寄附金

　　　　　　　　　③日本赤十字社茨城県支部に対する寄附金

　　　　　　　　　④茨城県または土浦市が条例により指定した寄附金

控 除 額／（寄附金額－５千円）×10％（基本控除額）

　　　　　　　　　※地方公共団体に対する寄附をした場合は、特例控除額が加算されます。

控 除 方 法／税額控除方式

控除対象限度額／総所得金額の30％

●平成21年度の主な改正点

21年度市民税・県民税

　公的年金受給者が市民税・県民税を納付するために金融機関などへ行ったり、口座残高の確認といった手

間をなくすため、10月支給の年金から市民税・県民税の特別徴収（以下「年金特徴」）が開始されることになり

ました。この年金特徴が開始されても、徴収方法が変更になるだけで、年間の税負担は変わりません。

　対象となる方

　市民税・県民税の納税義務者のうち、前年中に公的年金などの支払いを受けた方で、当該年度の初日（４

月１日）に老齢等年金給付（老齢または退職を支給事由とする年金）の支払いを受けている65歳以上（昭和

19年４月２日以前に生まれた）の方

　　　ただし、次の方は年金特徴の対象にはなりません。

当該年度分の老齢等年金の年額が18万円未満の方

市の行う介護保険の特別徴収対象被保険者でない方

※ご自身が対象になっているかどうかは、６月中旬ごろに 

お送りする税額決定・納税通知書でご確認ください。

　対象となる公的年金（天引される年金）

老齢等年金給付（老齢または退職を支給事由とする年金）…

　老齢基礎年金、老齢厚生年金、退職共済年金など

※遺族年金や障害年金は、年金特徴の対象になりません。

　徴収する税額

・天引きされるのは、公的年金のみにかかる所得に対しての税額です。

・公的年金以外に所得（給与所得、不動産所得、農業所得など）がある場合は、その所得にかかる税額は天

引きされず、別途に個別納付または給与天引きで徴収されることになります。

　徴収方法

【新たに特別徴収の対象になった方…平成21年度は特別徴収対象者全員】

①上半期…公的年金にかかる年税額の半額を普通徴収（ご自身で納付書・口座振替により納めていただ

く方法）の１、２期で納めていただきます。

②下半期…残りの半額について、３分の１ずつ、10月・12月・２月の公的年金から天引きとなります。

【平成21年度の税額が12,000円だった場合】

徴 収 方 法 普通徴収
（納付書・口座振替で個人納付） 特別徴収（年金から天引き）

徴 収 月 住民税第１期 住民税第２期 年金支給月
6月 8月 10月 12月 2月

徴 収 額 3,000 3,000 2,000 2,000 2,000

●公的年金からの市民税・県民税の天引きが始まります。（特別徴収）

　平成19年から実施されました税源移譲により、20年分の所得税における住宅借入金等特別税額控除（以下、

「住宅ローン控除」）の控除額が減少してしまうときには、申告書を提出することにより、減少額相当分を21

年度の市民税・県民税から控除することができます。（平成11年から18年までの入居の方のみ）

●市民税・県民税住宅借入金特別税額控除（住宅ローン）の申告をされていない方は、お早めに申告を！



個人情報保護制度個人情報保護制度

皆さんから提出された申込書や台帳などに記載された個人情報は、市がその情報を
保有する必要がなくなった時点で、確実かつ速やかに処分または消去しています。
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個人情報保護制度

　個人情報保護制度は、「土浦市個人情報保護条

例」に基づき、皆さんが、市が保有している自分

の個人情報を見たり、その個人情報に事実の誤

りがある場合に、その訂正などを請求すること

ができる仕組みです。

　個人のプライバシーの保護を図るとともに、

公正で信頼される市政の推進に資することを目

的としています。

◆請求ができる方
　自分に関する個人情報についての請求であれば、ど

なたでもすることができます。また、未成年者または

成年被後見人の法定代理人は、本人に代わって請求を

することができます。

◆請求の方法
　請求の内容に応じて、所定の請求書を情報公開室に

提出してください。その際、本人またはその法定代理

人であることを証明できる運転免許証、パスポートな

どの身分を証明するものを提示または提出してくださ

い。

◆開示請求に対する決定
　請求書を受理した日の翌日から起算して14日以内

（30日を限度として延長する場合があります）に開示す

るかどうかを決定し、書面で通知します。　

　なお、次のような個人情報は、開示できないことが

あります。

（１）請求者以外の者の個人情報を含み、その者の権利

利益を侵害することになると認められる個人情報

（２）個人の評価などに関する個人情報であって、当該

評価などに著しい支障を及ぼすおそれのある個人情

報

（３）市が行う事務事業の公正かつ適切な執行に著しい

支障が生じるおそれのある個人情報

　開示されることが決定した場合には、あらかじめ請

求者と協議のうえ、お知らせした日時、場所において、

個人情報の閲覧、視聴またはその写しの交付により開

示を行います。この際、本人または法定代理人である

ことを証明できる運転免許証、パスポートなどの身分

を証明するものを提示または提出してください。

◆訂正請求に対する決定
　請求書を受理した日の翌日から起算して30日以内

（60日を限度として延長する場合があります）に訂正す

るかどうかを決定し、書面で通知します。

◆削除請求に対する決定
　請求書を受理した日の翌日から起算して30日以内

（60日を限度として延長する場合があります）に削除す

るかどうかを決定し、書面で通知します。

◆公開の方法
　お知らせした日時に情報公開室で、情報の閲覧・視

聴または写しの交付により行います。

◆不服申立て
　開示請求、訂正請求および削除請求に対する決定に

対し不服があるときは、行政不服審査法に基づく不服

申立てをすることができます。

◆平成20年度の運用状況
１　個人情報を取り扱う事務の数 （単位:件）

２　開示請求の状況 （単位:件）

３　開示請求に対する決定の状況 （単位:件）

４　口頭による開示

　土浦市職員採用試験（第１次試験および第２次試験）

における総合得点および順位（第１次試験の結果につ

いては、不合格者に係るものに限る。）については、そ

の内容が定型的であらかじめ開示に関する判断を一律

的に行うことができ、一度に多くの請求が見込まれる

ものであることから、特例として口頭による開示請求

が認められています。

　平成20年度中にあった口頭による開示請求の状況

は、次のとおりです。

開 示 一部開示 非 開 示 不 存 在 合 計

合 計 ０ ２ ０ ０ ２

開示請求期間 開示請求者数

第１次試験
平成20年10月16日
　　　～11月17日

24人（受験者総数　339人）

第２次試験
平成20年11月19日
　　　～12月18日

15人（受験者総数　93人）

市�

長�

部�

局

市 長 公 室 39 教 育 委 員 会 120
総 務 部 44 選挙管理委員会 ９
市 民 生 活 部 101 監 査 委 員 ４
保 健 福 祉 部 180 農 業 委 員 会 ５
産 業 部 40 固定資産評価審査委員会 １
建 設 部 53 消 防 長 38
都 市 整 備 部 59 議 会 ７
会 計 課 ４ 合　　計 704

小  計 520

実　施　機　関 件数 内　　　　容

市 長 部 局 都 市 整 備 部 １ 融資見込証明書

消 防 本 部 １ 救急活動記録票

合 　　　計 ２



情報公開制度情報公開制度

平成21年度
情報公開制度・個人情報保護制度の
運用状況
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情報公開制度

　情報公開制度は、『土浦市情報公開条例』に基

づき、市民の皆さんからの請求に応じ、市が保

有している情報を原則として公開する仕組みで

す。市民の皆さんの市政参加を促進するととも

に、皆さんと市との信頼関係の強化を図り、公

正で開かれた市政の推進に寄与することを目的

としています。

◆請求などができる方
　情報の公開を請求できる方は、市内に住所のある方、

市内に通勤・通学する方、市内に事務所・事業所のあ

る法人などの団体、そして市の事務事業に具体的な利

害関係を持っている方です。

　これら以外の方であっても、情報の公開請求に準ず

る『公開の申出』により、情報の開示を求めることがで

きます。ただし、『公開の申出』により求めた情報が仮

に非公開となった場合、『請求者』のような不服申立て

（後述）をすることはできません。

◆請求などの方法
　請求は、情報公開の総合窓口である情報公開室（市

役所本庁舎２階）で受け付けています。皆さんの相談

に応じ、請求される情報を特定した後、情報公開請求

書に必要事項を記載していただきます。

　都合で情報公開室に来ることができないときは、郵

送、メールまたはファクスでも受け付けています（様

式は市ホームページからダウンロードすることができ

ます）。

　なお、『公開の申出』の方法は、請求の方法と同様に

なります。

◆公開・非公開の決定
　情報公開請求書を受理した日の翌日から起算して14

日以内（事由により、日数を延長する場合があります）

に、公開・非公開を決定し、その旨を書面でお知らせ

します。（公開・非公開の決定期間を延長するときは、

延長する理由と決定できる期日を書面でお知らせしま

す）

◆公開の方法
　あらかじめ請求者などと協議のうえ、お知らせした

日時に情報公開室で、情報の閲覧・視聴または写しの

交付により行います。

◆不服申立て
　情報の非公開の決定に不服があるときは、『請求者』

は行政不服審査法に基づく不服申立てをすることがで

きます。

　この不服申立てについては、情報公開審査会に諮問

し、その答申を尊重して当該不服申立てに対する決定

などを行います。ただし、『公開の申出』の場合は、申

出者は不服申立てをすることはできません。 

◆平成20年度の運用状況
　この１年間の情報公開の請求などの状況は、請求が

28件で、申出が17件の合計45件でした（別表１参照）。

これらの請求などに対する決定などの状況は、別表２

のとおりで、公開率は100％になっています。

　なお、この公開率は次の算式によっています。

　公開率 ＝ （公開件数 ＋ 一部公開件数）／（公開件

数 ＋ 一部公開件数 ＋ 非公開件数）

　　総務課文書法制係（826-1111　内線2209　822-9252）

別表１　請求などの状況 （単位 : 件）

実 施 機 関 件数 主　な　内　容

市
長
部
局

市 長 公 室 ２ 補助金に関する情報など

総 務 部 11 住居表示に関する情報など

市民生活部 ５ 委託業務に関する情報など

保健福祉部 ０

産 業 部 １ 補助金に関する情報

建 設 部 ３ 契約に関する情報など

都市整備部 14 開発許可申請に関する情報など

計 36

市 議 会 ２ 委員会に関する情報など

教 育 委 員 会 ０

消 防 長 ０

監 査 委 員 １ 監査結果に関する情報

選挙管理委員会 ６ 市議会選挙に関する情報など

合　　　計 45

別表２　請求などに対する決定などの状況 （単位 : 件）

公 開 一部公開 非 公 開 不 存 在 合 計

合 計 26 20 ０ １ 47

※１件の請求に対し、複数の決定をしたものが含まれます。

問
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消費者新時代、消費者が主役消費者新時代、消費者が主役
5月は、消費者月間です
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■消費生活相談の内容

平成20年度、土浦市消費生活センターに寄せられ

た相談は1127件、前年に比べ約14％の減少となりま

した。

内容で最も多かったのは、今年も架空請求・不当

請求の相談でした。身に覚えのない請求のはがきや

メールが届いたという相談や、携帯電話やパソコン

などでクリックしただけで登録されたことになり、

不当な請求を受けたという相談が寄せられました。

２番目は、借金の相談で、借金を返すためにまた

借金を繰り返す多重債務の問題や、法定金利を超え

る金利を支払っていたが払い過ぎた金利分を取り戻

したい、という相談も多くなっています。

そのほかには、住宅関連の相談も相変わらず多く、

賃貸アパートの退去時に敷金が戻ってこないばかり

か、高額な修繕費を請求されたというものや、高額

なリフォーム工事のトラブルなどの相談が多く寄せ

られました。

年代別に見ると、高齢者では、定期預金のような

ものといわれ投資信託の契約をしたが、元本保証で

はなかったという相談や、高い配当が出るなどと誘

われ高額な出資をしたが、配当が出ないばかりか元

本さえも返ってこな

い、業者と連絡がとれ

ないという詐欺まがい

の利殖商法の相談や健

康講座に通ううちに高

額な健康食品を購入し

てしまったなどの相談

が寄せられました。商

品やサービスの内容を

よく理解しないまま、

業者のセールストークを鵜

呑みにして契約をしてしま

うケースが非常に多くなっ

ています。

また、若者では、ブラン

ド品をネットオークション

で落札したが、品物が届か

ない、偽物だったという相

談が多くなっています。今

までトラブルに遭わなかっ

たからといって、高額な商

品を何の抵抗もなく前払いしてトラブルに遭うケー

スが増えています。

さらに、人の情につけこみお金を騙し取る振り込め

詐欺の被害が全国的に深刻な社会問題なっています。

振り込め詐欺を含め悪質商法は常に巧妙になって、

色々な手段で私たちの生活の中に入り込んできます

ので、私たちも日頃から、アンテナを高く立て、色々

な情報をキャッチして悪質商法に備えましょう。

悪質商法の被害に遭わないためには　
①「タダより高いものはない」と心得よ

②「簡単に玄関に入れない」、「家に上げない」

③「相手の身なりや態度に惑わされない」

④「預貯金などの通帳や金額を教えない」

⑤「その場で契約しない。頭を冷やしてよく考え

てから」

⑥「一人で悩まずに、誰かに相談を」

⑦「日頃から、悪質商法についての情報に関心を

持つ」

以上のことを心掛けましょう。

消費生活センター（823-3928)問

消費者新時代、消費者新時代、消費者新時代、消費者新時代、消費者が主役消費者が主役消費者が主役消費者が主役消費者が主役
5月は、月は、消費者月間です消費者月間です

■消費生活相談の内容

平成20年度、土浦市消費生活センターに寄せられ平成20年度、土浦市消費生活センターに寄せられ

た相談は1127件、前年に比べ約14％の減少となりまた相談は1127件、前年に比べ約14％の減少となりま

した。

内容で最も多かったのは、今年も架空請求・不当内容で最も多かったのは、今年も架空請求・不当

請求の相談でした。身に覚えのない請求のはがきや請求の相談でした。身に覚えのない請求のはがきや

メールが届いたという相談や、携帯電話やパソコンメールが届いたという相談や、携帯電話やパソコン

などでクリックしただけで登録されたことになり、などでクリックしただけで登録されたことになり、

不当な請求を受けたという相談が寄せられました。不当な請求を受けたという相談が寄せられました。

２番目は、借金の相談で、借金を返すためにまた２番目は、借金の相談で、借金を返すためにまた２番目は、借金の相談で、借金を返すためにまた２番目は、借金の相談で、借金を返すためにまた

借金を繰り返す多重債務の問題や、法定金利を超え借金を繰り返す多重債務の問題や、法定金利を超え

る金利を支払っていたが払い過ぎた金利分を取り戻る金利を支払っていたが払い過ぎた金利分を取り戻

したい、という相談も多くなっています。

そのほかには、住宅関連の相談も相変わらず多く、そのほかには、住宅関連の相談も相変わらず多く、

賃貸アパートの退去時に敷金が戻ってこないばかり賃貸アパートの退去時に敷金が戻ってこないばかり

か、高額な修繕費を請求されたというものや、高額か、高額な修繕費を請求されたというものや、高額

なリフォーム工事のトラブルなどの相談が多く寄せなリフォーム工事のトラブルなどの相談が多く寄せ

られました。

年代別に見ると、高齢者では、定期預金のような年代別に見ると、高齢者では、定期預金のような

ものといわれ投資信託の契約をしたが、元本保証でものといわれ投資信託の契約をしたが、元本保証で

はなかったという相談や、高い配当が出るなどと誘はなかったという相談や、高い配当が出るなどと誘

われ高額な出資をしたが、配当が出ないばかりか元われ高額な出資をしたが、配当が出ないばかりか元

本さえも返ってこな本さえも返ってこな

い、業者と連絡がとれい、業者と連絡がとれ

ないという詐欺まがいないという詐欺まがい

の利殖商法の相談や健の利殖商法の相談や健

康講座に通ううちに高康講座に通ううちに高

額な健康食品を購入し額な健康食品を購入し

てしまったなどの相談てしまったなどの相談

が寄せられました。商が寄せられました。商

品やサービスの内容を品やサービスの内容を

よく理解しないまま、よく理解しないまま、

業者のセールストークを鵜

呑みにして契約をしてしま

うケースが非常に多くなっ

ています。

また、若者では、ブラン

ド品をネットオークション

で落札したが、品物が届か

ない、偽物だったという相

談が多くなっています。今

までトラブルに遭わなかっまでトラブルに遭わなかっ

たからといって、高額な商

品を何の抵抗もなく前払いしてトラブルに遭うケー品を何の抵抗もなく前払いしてトラブルに遭うケー

スが増えています。

さらに、人の情につけこみお金を騙し取る振り込めさらに、人の情につけこみお金を騙し取る振り込め

詐欺の被害が全国的に深刻な社会問題なっています。詐欺の被害が全国的に深刻な社会問題なっています。

振り込め詐欺を含め悪質商法は常に巧妙になって、振り込め詐欺を含め悪質商法は常に巧妙になって、

色々な手段で私たちの生活の中に入り込んできます色々な手段で私たちの生活の中に入り込んできます

ので、私たちも日頃から、アンテナを高く立て、色々ので、私たちも日頃から、アンテナを高く立て、色々

な情報をキャッチして悪質商法に備えましょう。な情報をキャッチして悪質商法に備えましょう。

悪質商法の被害に遭わないためには　
①「タダより高いものはない」と心得よ

②「簡単に玄関に入れない」、「家に上げない」

③「相手の身なりや態度に惑わされない」

④「預貯金などの通帳や金額を教えない」

⑤「その場で契約しない。頭を冷やしてよく考え

てから」

⑥「一人で悩まずに、誰かに相談を」

⑦「日頃から、悪質商法についての情報に関心を

持つ」

以上のことを心掛けましょう。

消費生活センター（823-3928)823-3928)問

平成20度の相談件数
商品・役務名 件数 内　　　　容

1 架空請求・不当請求 205 はがき、メール、電話などで架空請
求、不当請求

2 フリーローン・サラ金 186 多重債務など

3 住宅関連 74 集合住宅、戸建住宅など

4 食料品 41 食品の賞味期限、安全性、成分など

5 電報・電話 32 携帯電話、固定電話の契約、料金など

6 他の教養・娯楽 23 海外宝くじのダイレクトメールなど

7 預貯金・証券等 22 未公開株、投資信託など

8 自動車 21 新車、中古車の購入など

9 健康食品 18 高額な健康食品の購入など

10 他の保険・福祉 15 募金を募るダイレクトメールなど

10 書籍・印刷物 15 新聞、紳士録など

そのほか 475
合　　計 1127

消費生活相談の内容
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＜内容紹介＞

　あなたの家計

は大丈夫です

か？支出を減ら

すための「お金

の残し方」や「毎

日の習慣」、お

金を増やすため

の「増やすルール」など、家計が生き

残るための強化策を多方面から分か

りやすくまとめています。

[大竹のり子／著]

一　

般　

書

これだけは知っておきたい生きるための科学知識 左巻健男／監修

いじめでだれかが死ぬ前に 平尾　潔／著

発達がわかれば子どもが見える 田中真介／監修

五分間で語れるお話 マーガレット・リード・マクドナルド／著

絲的サバイバル 絲山秋子／著

 （ほか多数）

児　

童　

書

ペットの幸福度 新美景子／著

赤毛のゾラ　上・下 クルト・ヘルト／著

すやすやタヌキがねていたら 渡辺有一／絵

ひみつのカレーライス 田中清代／絵

もっともっとおおきなおなべ どいかや／絵

 （ほか多数）

市立図書館だより

おはなし会（３～５歳児向け）

14日（日）午後１時30分から
28日（日）午後２時から

小さなおはなし会（０～３歳児向け）

24日（水）午前11時から
※日時は変更になる場合があります。ご
確認の上ご来館ください。

「地球温暖化」という言葉は耳にしていても、な

にをすればいいのかわからないという方も多い

と思います。身近なことからできる「エコ」のヒ

ントを集めてみました。

　図書館の本を切り取ったり、線を引いたりする方がいま

す。図書館の本は土浦市民共有の財産です。大切に利用し

てください。汚したり破いたりしたときは、弁償していた

だくこともあります。

の「増やすルール」など、家計が生き

＜内容紹介＞

 新幹線運転士・

パティシエ・美容

師・歯医者など、

子どもに人気の

職業の仕事場を

イラストで再現

し、必要な道具

や仕事の内容を紹介。普段なかなか

見ることができない仕事場の様子が

わかります。

[鈴木のりたけ／著]

＜内容紹介＞

　かつてない危

機をどう乗り越

えるか。創業期

以来の数々の苦

境を乗り越え、

いままた世界自

動車不況に敢然

と立ち向かう！スズキ会長兼社長が

初めて語る。

[鈴木　修／著]

と立ち向かう！スズキ会長兼社長が や仕事の内容を紹介。普段なかなか



問

消費生活センターから

823-3928
事故を防ぎ、長く安全に使うために

用）、石油給湯器、石油ふろ釜、ＦＦ式石油温風暖

房機、ビルトイン式電気食器洗機、浴室用電気乾

燥機

何をすればいいの？
所有者登録をしましょう。対象製品を購入した

ら添付されている所有者票に必要事項を記入し

メーカーに送りましょう。（賃貸住宅・アパート

などで製品を家主が設置・所有している場合は、

家主が登録）

メーカーから点検時期の通知が届いたら、点検

を受けましょう。（点検は有料）

事故が起きると周りの人にも迷惑がかかります。

点検を受け製品事故を防ぎましょう。

この制度の問い合わせ先
　　　経済産業省商務流通グループ製品安全課
　　　　　　　　　　　　　　（03-357-4707）

長期使用製品安全点検制度
　私たちの暮らしを豊かにしてくれる生活製品、し

かし、ガス湯沸かし器による一酸化炭素中毒死など、

長期間使用が重大な事故に繋がったケースも報告さ

れています。事故を防ぎ製品を長く安全に使用する

ための「長期使用製品安全点検制度」が４月１日から

スタートしました。

どんな制度？
　長期間使用している以下９製品について、メー

カーが所有者に点検時期を知らせ、点検を受ける

ことで重大事故を防止しようと

いう制度です。

対象となる製品　　
　屋内式ガス瞬間湯沸器（都市ガ

ス用、ＬＰガス用）、屋内式ガス

ふろ釜（都市ガス用、ＬＰガス

■6月の無料相談
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6月のけんこう

健
康
増
進
課（
土
浦
保
健
セ
ン
タ
ー
） 　
☎

826-3471

痛風とは尿酸の結晶が関節内に貯まり炎症を起こ

す病気で、痛風患者はほとんどが男性です。痛風と

聞いて思い浮かべるのは、足の親指の付け根が急に

腫れて「風に吹かれても痛い」という典型的な痛風発

作でしょう。しかし足関節・アキレス腱付近・膝な

どの関節にみられることもあります。

痛風は男性の１％程度ですが、男性の20～25％が

高尿酸血症つまり痛風を起こす予備軍と言えます。

ただ怖いのは、痛風を起こさなくても腎障害やメタ

ボリックシンドロームの合併が進んでいる場合が多

いということです。痛風の人は尿管結石の発生率が

約1000倍も高くなるとの報告もあります。健康診断

などで尿酸値が高いと指摘された場合は、合併症も

含め注意が必要です。

では尿酸値はどうして高くなるのでしょう？遺伝

的に尿中への尿酸の排出が低下している方が多く、

食事・飲酒・運動・肥満・ストレスなどの因子が加わっ

て高尿酸血症となります。近年の食生活・生活習慣

の影響で高尿酸血症は増加しています。

食事はどうしたらいいのでしょう？暴飲暴食を避

け、尿酸の元となるプリン体をあまり摂取しないこ

とです。プリン体を多く含むのは動物の内臓・魚の

干物・乾物などです。またアルコールは尿酸を増加

させる作用があります。とくにビールはそれ自体に

プリン体を多く含むため尿酸を増加させやすいので

す。そういえば最近プリン体をカットしたビールも

宣伝されているようですね。痛風は痛いだけの関節

炎ではなく、メタボリックシンドロームとのかかわ

りなど全身的な問題として、症状のない時（高尿酸血

症）から注意が必要な病気なのです。

誕生日検診のお知らせ

　対象者には受診票を送付しました。検診は、受診票

に記載された協力医療機関で受診してください。

有効期間／平成22年２月26日まで

検診料／無料

　60歳誕生日胸部検診受診票の裏面

に実施医療機関が記載されています

が、「外科・内科天の橋立」ではご使

用いただけなくなりましたので、ご

了承ください。

※転入された方は申請が必要となり

ますので、健康増進課へお問い合

わせください。

ふれあい教室のご案内

　月１回、理学療法士によるリハビリ教室を行ってい

ます。

と　き／毎月第１木曜日　午後１時～３時

ところ／土浦保健センター１階　機能訓練室

対象者／40歳から64歳までで次に該当する方

　脳卒中後遺症や、そのほかの病気・ケガ（膝痛、

腰痛など）により、医療終了後も訓練が必要な方

　介護保険サービス、障害者自立支援サービスを受

けていない方

※主治医の意見書が必要になります。

内　容／血圧測定、集団体操、個別訓練（エアロバイク、

マシン、歩行訓練など）

申込方法／電話で

ひきこもり専門相談のお知らせ

　「中学・高校の時に不登校で今もひきこもっている」

「仕事をしても長続きしない」「親と会話がなくずっと

部屋にこもっている」など、ひきこもりで悩んでいま

せんか。ひきこもり者支援に関する情報提供など、ご

本人・ご家族の方からのご相談に応じます。

と　き／毎月第２月曜日　午前10時～正午

ところ／土浦保健所（下高津二丁目７－46）

費　用／無料

申込方法／電話で（予約制。１日１人）

問　土浦保健所保健指導課（821-5516）

種　別 対象者 検診内容

32歳誕生日

検診

昭和52年４月１日から53

年３月31日生まれの女性
子宮がん検診

40歳誕生日

検診

昭和44年４月１日から

45年３月31日生まれの方

肝炎ウイルス検

査、歯科健診

50歳誕生日

検診

昭和34年４月１日から

35年３月31日生まれの方
胃がん検診

60歳誕生日

検診

昭和24年４月１日から

25年３月31日生まれの方
胸部検診

問



休日当番医 診療時間／午前９時～午後４時　必ず電話で確認してから受診してください (保険証を忘れずに )
　休日緊急診療テレホンサービス（824-9155　土・日、祝日のみ)でも案内しています。

緊急のときの問合せ先／茨城県救急医療情報コントロールセンター (029-241-4199　年中無休24時間対応　歯科の案内は行っていません)
お子さんが急な病気で心配なときの問合せ先／茨城子ども救急電話相談（029‐254‐9900　年中無休　午後６時30分～10時30分）

６月のけんこう
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マイシティつちうら
土浦ケーブルテレビ　アナログ２ch、デジタル11ch（111ch）

【毎日 9:00/12:00/15:00/18:00（土・日は17:00）/21:00の
 各15分間）】　　まちの話題やニュースをお届けします。

さわやか TODAY 土浦 
茨城放送 (1458KHz) 第３日曜日 9:45 ～ 10:00
市内のイベント情報や市民の声を紹介します。

テレホンサービス 029-823-1188

次回「広報つちうら」６月上旬号は、６月２日(火)発行予定です。

■6月の健康相談


